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 都市計画法に基づく縦覧結果  

 

 

１．都市計画変更（案） 

相楽都市計画 地区計画の変更（案） 

（相楽リサーチパーク地区計画）      

 

２．縦覧期間 

  令和６年６月２５日（火）～７月９日（火） 

  午前８時３０分～午後５時１５分 （土曜日・日曜日・祝日は除く。） 

 

３．縦覧場所 

市役所３階 都市計画課 

  ※市ホームページでも意見書様式と併せて掲載 

 

４．縦覧者数及び意見書提出件数 

都市計画変更（案） 縦覧者数 意見書提出件数 

地区計画の変更（案） なし ３件（１名） 

 

５．参考 

都市計画変更（案）説明会開催状況 

① 令和６年５月３１日（金）１０時～ 市役所４階 会議室４－３ 

（参加者：なし） 

 

  ② 令和６年６月２８日（金）１５時～ 市役所４階 会議室４－４ 

（参加者：２名） 
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木津川市公告第１０９号 相楽都市計画 地区計画の変更（案）に関する意見内容及び木津川市の考え方について 

 

意見内容 
木津川市の考え方 

要旨 理由 

（１）今回の地区計画変

更に対して、文化学術研究

ゾーン（Ｃ）について、壁

面後退距離を１．５ｍに緩

和している理由を明記すべ

き。（既存建築物が、電力会

社の変電設備と鉄道会社の

施設で、今後も土地の形状

などから他の用途への変換

は可能性が低いことから、

既存建築物の用途での継続

使用を考え、その用途から

一定の規制緩和を制定し

た）など。 

 

（２）「地区計画変更の内

容」への意見ではなく、説

明会の実施内容に関する意

見。今回は極めて限定的な

地区計画の変更だが、今後

も広く市民に説明会を実施

する必要があることを考

え、分かり易い資料を作成

し、しっかり説明していた

だきたい。 

 

 

 

 

（１）・（２）木津川市の市民である私は、「広報きづがわ２０２

４年６月」（５月末日配布）で、都市計画（案）の縦覧・説明会に

ついて、縦覧及び説明会の６月２８日開催を知りました。相楽リ

サーチパーク地区計画の変更に係る説明会ということで、２８日

の説明会に参加いたしました。 

 説明会における配布資料が、あまりにも見えにくい（不鮮明な

印刷、小さくて読めない文字）資料でした。市役所のホームペー

ジの資料も、拡大しても文字がつぶれている地区計画の全体図で

読み取れませんでした。私の推測ですが、市役所として、説明会

に参加する人は、ほとんどいないであろう、地区計画の変更事項

は、口述すれば十分であろう、という、議会提出までの市として

のとるべき「手続きとしての縦覧・説明会の実施」に他ならず、「市

民に広くしっかり伝達、説明しよう」という姿勢が希薄ではあり

ませんか。少なくとも私にはそのように感じられました。 

地区計画は市民にとって重要な事項で、都道府県知事が定める

都市計画に対して、市区町村長が定める地区計画なのですから、

市民の周知度が低い都市計画が、「国が定める事項、都道府県が定

める事項、市区町村が定める事項というように行政の階層による

所管事項が、法令・規則で定められていること」から、この説明

会を機会に周知すべきと考えます。中央官庁の説明会では、そう

した背景を含めて広く知る機会を与えて意見を求めています。 

以上を勘案すると、市民への地区計画変更説明会では、 

・都市計画法における、「地域地区」のどれに該当する地域の地

区計画の変更（案）なのか。 

・今回の変更によって、どのようなことができるようになるの

か、あるいは、できないようになるのか、何も変わらないのか。 

・木津川市の都市計画課では、当該地区の現状からどのような

ことに留意すべきと考えているのか。 

そうしたことを説明会で実施し、広く市民に周知を図るものに

(１)・（２）説明資料へのご指摘ですが、広く市民にご理解い

ただくため、なるべく難解な資料とならないよう、要点をシンプ

ルにまとめる構成に留意しておりました。 

そのため、今回の地区計画の変更内容について簡潔にまとめた

資料とし、補足として口頭で種々のご説明をしておりましたが、

ご指摘のとおり壁面後退距離の規定に係る考え方や、当該地に指

定されている地域地区の概要も資料として付記することで更に当

該変更内容をご理解いただくことに繋がるかと存じますので、資

料を修正するとともに、今後も留意いたします。 

画質につきましては、２ページに跨る計画書を、説明資料用に

分かり易く１枚にまとめるための編集作業をした結果、画質が低

下してしまいました。彩度を向上させ、より鮮明にご確認いただ

けるよう調整いたします。 

また、今回の変更によって、どのようなことができるようにな

るのか、あるいは、できないようになるのか、何も変わらないの

かについては、資料にも示しておりましたように、建築物等の壁

面の位置の制限、形態又は意匠の制限及び垣又は柵の構造の制限

について規定する旨をご説明しておりまして、当該地区の現状か

らどのようなことに留意すべきと考えているかについても、関西

文化学術研究都市に相応しい景観の形成を図るためなど、変更理

由についてご説明させていただいております。 

 なお、改善点のご指摘を多々賜り、至らぬ点があり大変恐縮で

ございますが、市として広く市民の皆様にご理解いただくために

工夫を凝らして資料作成をしており、説明会参加者が少ないので

手を抜いているというようなことは一切ございませんので、何卒

ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 今後も市としての姿勢が希薄と捉えられないよう、市民の皆様

方と協働でまちづくりを進めていきたく存じておりますので、お

力添えの程よろしくお願い申し上げます。 
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（３）意見申出書につい

ては、①様式の見直し、②

意見申出書への公告発番の

記載、③意見書の提出手段

へのメールでの提出の追加

をすべき。 

すべきだと考えます。（参加者が少なく、市役所職員の方には、力

が入らないのでしょうが、そこは公務員の悲しいところ、ご理解・

ご寛容ください。） 

 

 （３）①意見申出書の様式は、見直しが必要と考えます。菅内

閣以来、内閣府の規制緩和が推進されています。その結果、昨今

の行政への提出書式は、押印省略が増え、少なくとも「記名・押

印」または、「署名」です。それで良いと考えます。 

 「署名」なら「押印」は不要と考えます。ホームページから、

意見書様式を入手しましたが、「記名・押印」なのか「署名」なの

かそれとも「署名・押印」まで求めているのか、分かりにくい様

式だと感じました。パブコメ同様で、押印不要で良いと考えます。 

 ②様式発出の記載事項の追加について（令和６年６月２５日付

け木津川市公告第   号）、今回の意見申出を求めるためなら、

「６月２５日発出の公告の番号」は、意見書に予め記載していた

だけると、提出者が余分な確認を省けると考えます。 

 ③申出方法の追加について、今後は、メールでの提出を追加し

ていただきたいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 （３）①につきまして、広く市民の皆様のご意見を賜るべく、

ご負担を軽減するため、今後は押印不要といたします。 

 ②につきましても同様に、公告番号を予め記載いたします。 

 ③につきましも、持参、郵送に加えて、ご指摘のメールや、フ

ァクシミリでのご提出も受け付けることといたします。 

 



相 楽 都 市 計 画 地 区 計 画
の 変 更 に 関 す る 説 明 会

１ あいさつ

２ 説 明
（１）相楽都市計画地区計画の変更について

【相楽リサーチパーク地区計画】
（２）今後のスケジュール予定について

３ 質疑応答

令和６年６月２８日

木津川市建設部都市計画課

※参考 ６月２８日説明会資料



（１）相楽都市計画地区計画の変更について
【相楽リサーチパーク地区計画】
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１ 地区計画とは

それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事

項を定める「地区レベルの都市計画」で、策定主体は市町村です。

地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、建築物の建て方

のルール等を具体的に定める「地区整備計画」で構成され、街並み等その地区独自

のまちづくりのルールをきめ細かく定めていきます。

【参考 本市の地区計画 全１８地区】
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①木津川台地区計画
②木津南地区計画
③木津中央地区計画
④相楽リサーチパーク地区計画
⑤木津駅前地区計画
⑥木津庁舎周辺地区計画
⑦高の原地区計画
⑧加茂駅周辺地区計画
⑨綺田淀村地区計画

⑩上狛的場地区計画
⑪北河原堂ノ上・椿井安ノ平地区計画
⑫上狛東林・椿井上野地区計画
⑬平尾開キ・山森地区計画
⑭綺田北部地区計画
⑮平尾西方儀・北河原乾川原地区計画
⑯国道沿道地区計画
⑰棚倉駅西地区計画
⑱当尾の郷会館地区計画
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位置図

地区計画変更箇所
（相楽リサーチパーク地区計画）
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２ 都市計画変更理由

① 旧木津学校給食センター跡地の利活用の推進

新たに地区計画で文化学術研究ゾーン（Ｂ）に指定予定の箇所については、令和元年度まで木津学校給食セ
ンターとして活用されており、令和４年度に建物が解体されました。今後、当該地を企業用地として活用するに当
たり、周辺環境と調和した良好な街区の形成のため、地区計画の対象区域に加えるものです。

② 地区に相応しい景観の形成

令和４年４月に、関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計画において、「住宅地ゾーン」であった
当該地が、主として文化学術研究施設の集積等を図るゾーンとして「文化学術研究ゾーン」に指定されました。
これまで本ゾーンについては、学研都市に相応しい企業の集積を勘案し、周辺地域と調和のとれた環境を形

成・保全するため、建築物の壁面の位置の制限や、屋外広告物に関する制限等を地区計画により規定しており、
当該地についても新たに対象区域に加えるものです。

関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計画 抜粋



（２）今後のスケジュール予定について
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実施時期 内 容 備 考

５月２８日～６月１１日 原案の公告・縦覧
意見書提出期間：５月２８日～６月１８日
縦覧者：なし
意見書提出者：なし

５月３１日 原案の説明会 参加者：なし

６月２５日～７月９日 案の公告・縦覧
意見書提出期間：６月２５日～７月９日
意見書提出できる方：市民及び利害関係人

６月２８日 案の説明会 本日開催

７月２４日
（予備日：７月３０日）

都市計画審議会
市役所５階全員協議会室 午前１０時～
傍聴可能

９月議会定例会
「木津川市地区計画区域内に
おける建築物の制限に関する
条例」の改正議案上程

都市計画変更と併せて条例改正

９月下旬 告示予定



Company

Logo
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説明終了

ありがとうございました

木津川市マスコットキャラクター いづみ姫



※参考 現行の意見申出書様式 
 

意 見 申 出 書 

 

 

令和６年６月２５日付け木津川市公告第   号相楽都市計画地区計画の変

更（案）に対して意見を述べたいので申し出ます。 

 

令和６年  月  日 

 

 

木津川市長 谷口 雄一 宛て 

 

 

 

 
意 見 申 出 人 

 
 

住  所 
 

氏  名                  ○印  
 

 

 

意見の要旨及びその理由  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



意 見 書 

 

意見要旨 
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